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 津市行政手続条例の一部を改正する条例をここに公布する。 
  令和７年１２月１９日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

津市条例第３４号 

   津市行政手続条例の一部を改正する条例 
 津市行政手続条例（平成１８年津市条例第２１号）の一部を次のように改正

する。 
 本則（第１５条第３項及び第２２条第３項を除く。）中「名あて人」を「名

宛人」に改める。 
第１５条第３項中「名あて人」を「名宛人」に、「その者の氏名、同項第３

号及び第４号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載し

た書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示す

ること」を「公示の方法」に改め、同項後段を削り、同条に次の１項を加える。 
４ 前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき者の氏名、

第１項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる

事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨（以下この項において

「公示事項」という。）を規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧す

ることができる状態に置く措置及び公示事項が記載された書面を当該行政庁

の事務所の掲示場に掲示する措置をとることによって行うものとする。この

場合においては、当該措置を開始した日から２週間を経過したときに、当該

通知がその者に到達したものとみなす。 

第１６条第１項中「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に改める。 

第２２条第３項中「第１５条第３項」及び「同条第３項」の次に「及び第４

項」を加え、「名あて人」を「名宛人」に改め、「と、」の次に「同項中」を

加え、「掲示を始めた日から２週間を経過した」を削り、「、掲示を始めた」

を「、当該措置を開始した」に改める。 

第２９条中「第１５条第３項及び」の次に「第４項並びに」を加え、「、

「同項第３号」を「、同条第４項中「第１項第３号」に、「同項第３号」」を



  

 

「第２８条第１項第３号」」に、「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に、

「第１５条第３項後段」を「第１５条第４項後段」に改める。 

附 則 
１ この条例は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための

デジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律（令和５年法律第６３号）

附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日から施行する。 
２ この条例による改正後の津市行政手続条例第１５条第３項及び第４項（こ

れらの規定を同条例又は他の条例において準用する場合を含む。）の規定は、

この条例の施行の日以後にする通知について適用し、同日前にした通知につ

いては、なお従前の例による。 



 

 

 

 

 津市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年１２月１９日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

津市条例第３５号 

   津市市税条例の一部を改正する条例 

津市市税条例（平成１８年津市条例第７１号）の一部を次のように改正する。 

第１８条中「公示送達は」の次に「、公示事項（同条第２項に規定する公示

事項をいう。以下この条において同じ。）を地方税法施行規則（昭和２９年総

理府令第２３号。以下「施行規則」という。）第１条の８第１項に規定する方

法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置及び公示事項

が記載された書面を」を加え、「掲示して」を「掲示する措置をとることによ 

って」に改める。 

第１８条の３中「地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下

「施行規則」という。）」を「施行規則」に改める。 

附 則 

第１条 この条例は、地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第１号） 

附則第１条第１２号に掲げる規定の施行の日から施行する。 

第２条 この条例による改正後の津市市税条例第１８条の規定は、この条例の

施行の日以後にする公示送達について適用し、同日前にした公示送達につい

ては、なお従前の例による。 



 

 

 

 

 津市ケーブルテレビ放送番組審議会条例を廃止する条例をここに公布する。 

  令和７年１２月１９日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

津市条例第３６号 

   津市ケーブルテレビ放送番組審議会条例を廃止する条例 

津市ケーブルテレビ放送番組審議会条例（平成２３年津市条例第２号）は、

廃止する。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 



 

 

 

 

 

 津市コミュニティバスの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。           

  令和７年１２月１９日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

津市条例第３７号 

   津市コミュニティバスの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例                 

 津市コミュニティバスの設置及び管理に関する条例（平成２１年津市条例第

４７号）の一部を次のように改正する。                  

 第１条の次に次の１条を加える。 

 （定義） 

第１条の２ この条例において「路線定期運行」とは、次の各号のいずれかの

路線により定期に運行する自動車による乗合旅客の運送をいう。 

 ⑴ 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」という。）第４条

第１項の規定により、一般旅客自動車運送事業の許可（法第３条第１号イ

に規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る許可に限る。）を受けた事

業に係る路線 

 ⑵ 法第７９条の規定により、自家用有償旅客運送の登録（道路運送法施行

規則（昭和２６年運輸省令第７５号）第５１条第１号に規定する交通空白

地有償運送に係る登録に限る。）を受けた事業に係る路線 

２ この条例において「区域運行」とは、次の各号のいずれかの区域において

旅客の需要に応じて行う自動車による乗合旅客の運送をいう。 

 ⑴ 前項第１号に係る許可を受けた事業に係る区域 

 ⑵ 前項第２号に係る登録を受けた事業に係る区域 

 第３条を次のように改める。 

（運行方法） 

第３条 コミュニティバスの運行は、路線定期運行又は区域運行により行うも



 

のとし、路線定期運行に係る路線及び区域運行に係る区域は、規則で定める。 

 第４条第２項中「コミュニティバス」の次に「（路線定期運行に限る。）」

を加える。 

 別表第１中「２００円」を「３００円」に、「１００円」を「１５０円」に

改め、同表備考１中「同乗する者」の次に「１人」を、「額」の次に「（小学

生が使用する場合にあっては、７０円）」を加え、同表備考２を同表備考３と 

し、同表備考１の次に次のように加える。 

２ 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第１０５条の２第２項の規定

により運転経歴証明書の交付を受けている者（その者と同乗する者１人を

含む。）が使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の２分の１の

額（小学生が使用する場合にあっては、７０円）とする。 

 別表第２中「５，０００円」を「７，５００円」に、「１４，０００円」を

「２１，０００円」に、「２，５００円」を「３，７５０円」に、「７，００ 

０円」を「１０，５００円」に改め、同表備考中「同乗する者」の次に「１人」 

を、「額」の次に「（小学生が使用する場合にあっては、１箇月１，７５０円 

又は３箇月４，９００円）」を加え、同表備考を同表備考１とし、同表備考に 

次のように加える。 

 ２ 道路交通法第１０５条の２第２項の規定により運転経歴証明書の交付を

受けている者が使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の２分の

１の額とする。 

 別表第３を次のように改める。 

別表第３（第５条関係） 

回数乗車券 

種類 単位 金額 

７０円券 １組 ７００円

１００円券 １組 １，０００円

１５０円券 １組 １，５００円

３００円券 １組 ３，０００円

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 



 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に第４条第２項の規定

により発行した定期乗車券は、その通用期間内においては、引き続き使用す

ることができる。 

３ 施行日前に第５条第１項の規定により発行した回数乗車券は、施行日以後

においてもその券面額で、引き続き使用することができる。 



 

 

 

 

 

津市榊原温泉湯の瀬の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。 

  令和７年１２月１９日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

津市条例第３８号 

   津市榊原温泉湯の瀬の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 津市榊原温泉湯の瀬の設置及び管理に関する条例（令和３年津市条例第２５ 

号）の一部を次のように改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、附則第４項の規定 

 は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の津市榊原温泉湯の瀬の設置及び管理に関する条例（以下「改正後 

 の条例」という。 )別表の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」と

いう。）以後の使用に係る利用料金について適用し、施行日前の使用に係る

利用料金については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行前に改正前の津市榊原温泉湯の瀬の設置及び管理に関する

「

を

7,000 

 

5,000 

 

3,000 

 

2,000 

 
」

別表中 

「
7,700 

 

5,500 

 

3,300 

 

2,200 

 
」

に改める。 



 

条例の規定によりなされた使用に係る手続は、改正後の条例の相当規定によ

りなされた使用に係る手続とみなす。 

４ 施行日以後の使用に係る手続については、施行日前においても改正後の条

例の例により行うものとする。 

 



 

 

 

 

津市青山高原保健休養地の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

をここに公布する。 

  令和７年１２月１９日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

津市条例第３９号 

   津市青山高原保健休養地の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例 

津市青山高原保健休養地の設置及び管理に関する条例（平成１８年津市条例

第１６４号）の一部を次のように改正する。 

 別表を次のように改める。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第１５条関係） 

保健休養地施設の利用料金 

単位 円 

施設 使用区分 利用料金 

スポー

ツ公園 

水泳プール

（２５ｍプ

ール・幼児

用プール） 

小学生・中学生 １人１日につき 500 

高校生以上・大人 １人１日につき 800 

幼児・付添い １人１日につき 200 

テニスコート（２面） １面につき１時間

（１時間未満は、

１時間とする。）

当たり 

1,570 

貸別荘（１ＤＫ・４

人用） 

宿泊 １棟１泊２日につ

き 

29,000 

休憩等（昼間）１棟３時間まで 14,500 

フリーサイト全面貸切

り 

宿泊 １泊２日につき 66,000 

日帰り ６時間まで 33,000 

フリード

ッグラン

施設への入場

（入場料） 

１人につき６時間

（６時間未満は、

６時間とする。）

当たり 

400 

１頭につき６時間

（６時間未満は、

６時間とする。）

当たり 

600 

貸切ドッグラン 施設の使用 １人につき１時間

（１時間未満は、

１時間とする。）

当たり 

300 



 

１頭につき１時間

（１時間未満は、

１時間とする。）

当たり 

500 

キャン

プ場 

バンガロー ６ 人 用

（６畳板

間） 

宿泊 １棟１泊２日につ

き 

9,800 

 
休憩等（昼間）１棟３時間まで 4,900 

 ６ 人 用

（６畳板

間）ドッ

グラン付

宿泊 １棟１泊２日につ

き 

11,000 

 休憩等（昼間）１棟３時間まで 5,500 

 
１２人用

（１２畳

板間） 

宿泊 １棟１泊２日につ

き 

18,500 

 
休憩等（昼間）１棟３時間まで 9,250 

 
３０人用

（４０畳

板間） 

宿泊 １棟１泊２日につ

き 

30,800 

 
休憩等（昼間）１棟３時間まで 15,400 

持込用テントサイト 宿泊 １区画（テント１

張り）１泊２日に

つき 

5,600 

日帰り施設への

入場（入

場料） 

１人につき３時間

まで 

560 

施設の使

用 

１区画（テント１

張り）につき３時

間まで 

1,100 

バーベキューハウス  日帰り施設への

入場（入

場料） 

１人につき３時間

まで 

500 

施設の使

用 

１卓６人掛けにつ

き３時間まで 

1,200 

 キャンプファイヤー場 １回につき 2,200 



オート

キャン

プ場 

オートキャン

プサイト 

ＡＣ電源

無し 

宿泊 １区画（テント１

張り車１台）１泊

２日につき 

6,600 

日帰り 施設への

入場（入

場料） 

１人につき３時間

まで 

660 

施設の使

用 

１区画（テント１

張り車１台）につ

き３時間まで 

1,100 

ＡＣ電源

有り 

宿泊 １区画（テント１

張り車１台）１泊

２日につき 

7,700 

日帰り施設への

入場（入

場料） 

１人につき３時間

まで  

770 

施設の使

用 

１区画（テント１

張り車１台）につ

き３時間まで 

1,100 

伊勢見

公園 

テニスコート（２面） １面につき１時間

（１時間未満は、

１時間とする。）

当たり 

1,570 

〔備考〕 

１ 宿泊とは、使用開始日の午後１時から使用終了日の午前１１時（貸

別荘及びバンガローにあっては、午前１０時）までの使用をいう。 

２ 宿泊の使用は、他の者の使用がない場合に限り、使用開始時間を

午前９時まで繰り上げ、又は使用終了時間を午後５時まで延長して

使用させることができるものとし、当該繰上げ又は延長に係る利用

料金は、繰上げ又は延長を行った時間１時間（１時間未満は、１時

間とする。）につき、この表に定める利用料金に１０分の１を乗じ

て得た額（１０円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てた額）を加算する。 

 



３ 休憩等（昼間）及び日帰りの使用は、他の者の使用がない場合に

限り、３時間（フリーサイトにあっては、６時間）を超えて使用さ

せることができる（午前９時から午後５時までに限る。）ものと

し、当該超過に係る利用料金は、超過時間１時間（１時間未満は、

１時間とする。）につき、この表に定める利用料金に１０分の１を

乗じて得た額（１０円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てた額）を加算する。 

４ バーベキューハウス及びキャンプファイヤー場を使用する場合の

材料は、使用者の持込みによるものとする。 

５ フリーサイトは、全面貸切りによる使用がない場合に限り、フリ

ードッグランとして使用できるものとする。 

６ フリーサイトをフリードッグランとして使用するとき又は貸切ド

ッグランを使用するときは、１人以上が付き添って同施設内に入場

しなければならない。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、附則第４項の規定  

 は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の津市青山高原保健休養地の設置及び管理に関する条例（以下「改

正後の条例」という。）別表の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）以後の使用に係る利用料金について適用し、施行日前の使用に係 

る利用料金については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行前に改正前の津市青山高原保健休養地の設置及び管理に関

する条例の規定によりなされた使用に係る手続は、改正後の条例の相当規定

によりなされた使用に係る手続とみなす。 

４ 施行日以後の使用に係る手続については、施行日前においても改正後の条

例の例により行うものとする。 



 

 

 

 

 

津市ヒストリーパーク塚原の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例をここに公布する。 

  令和７年１２月１９日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

津市条例第４０号 

津市ヒストリーパーク塚原の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例 

津市ヒストリーパーク塚原の設置及び管理に関する条例（平成１８年津市条

例第１６８号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表第１（第１４条関係） 

津市ヒストリーパーク塚原施設の利用料金 

単位 円 

使用区分 利用料金 

オートキャンプサイ

ト 

Ａサイト（ＡＣ

電源付き） 

１区画１夜につき 7,700

Ｂサイト（電源

無し） 

１区画１夜につき 6,600

バーベキューコーナー（こんろ及び

網付き） 

１テーブル（８人掛け）

につき３時間以内 

3,140

炭焼き窯及び附属倉庫 １回につき 5,230

温水シャワー室 １室につき５分当たり 200

コインランドリー １台１回につき 310

〔備考〕 

１夜とは、午後１時から翌日の正午までをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、附則第４項の規定  

 は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の津市ヒストリーパーク塚原の設置及び管理に関する条例（以下 

「改正後の条例」という。）別表第１の規定は、この条例の施行の日（以下 

「施行日」という。）以後の使用に係る利用料金について適用し、施行日前

の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行前に改正前の津市ヒストリーパーク塚原の設置及び管理に

関する条例の規定によりなされた使用に係る手続は、改正後の条例の相当規

定によりなされた使用に係る手続とみなす。 

４ 施行日以後の使用に係る手続については、施行日前においても改正後の条

例の例により行うものとする。 

 



 

 

 

 

 

津市錫杖湖畔キャンプ場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

をここに公布する。 

  令和７年１２月１９日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

津市条例第４１号 

   津市錫杖湖畔キャンプ場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例 

津市錫杖湖畔キャンプ場の設置及び管理に関する条例（平成１８年津市条例

第１８８号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１中 

使用区分 使用料 

キャンプ場入場料 １人につき 100 

 

使用区分 使用料 

 

「５２０」を「６００」に、「１０，４７０」を「１１，７００」に、 

 

コテージ １棟につき１夜

当たり 

6,280 

テント場 個別サイト（テント台付

き） 

１区画につき１

夜当たり 

2,090 

フリーサイト １区画につき１

夜当たり 

2,090 

デイキャンプ 午前９時から午

後３時まで 

１人につき 200 

 

を 

に、 

「 

「 

「 

」 

」 

」

 

を 



 

 

テント場 平日、日曜日又

は休日（特定日

を除く。）の使

用 

１区画につき１

夜当たり 

 

4,400 

土曜日又は休日

の前日（特定日  

を除く。）の使 

用 

１区画につき１

夜当たり 

5,500 

特定日の使用 １区画につき１

夜当たり 

6,600 

バーベキュー施設 午前９時から午

後３時まで 

１人につき 300 

 

改め、同表備考に次のように加える。 

 ５ 休日とは、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規

定する休日をいう。 

６ 特定日とは、４月２９日から５月５日までの日又は８月１３日から同月

１５日までの日をいう。 

別表第２貸しテント（小）の項を削り、同表中「１,０４０」を「１,１００」

に改め、同表冷蔵ロッカーの項を削り、同表備考２中「デイキャンプ」を「バ

ーベキュー施設における使用」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定 

は、同年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の津市錫杖湖畔キャンプ場の設置及び管理に関する条例（以下「改

正後の条例」という。）別表第１及び別表第２の規定は、この条例の施行の

日（以下「施行日」という。）以後の使用に係る使用料について適用し、施

行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

３ 施行日以後の使用に係る手続については、施行日前においても改正後の条

例の例により行うものとする。 

「 

」 

に 



 

 

 

 

 

津市わかすぎの里の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。 

  令和７年１２月１９日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

津市条例第４２号 

   津市わかすぎの里の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

津市わかすぎの里の設置及び管理に関する条例（平成１８年津市条例第１８

９号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表第１（第１５条関係） 

津市わかすぎの里施設の利用料金 

単位 円 

施設 使用区分 利用料金 

わかす 

ぎの里 

ログハウス 

大 

平日の使用 １棟につき１夜当たり 14,100 

 土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１棟につき１夜当たり 17,600 

 

休憩等（平日の昼間

のみ） 

１棟につき３時間（３ 

時間未満は、３時間と 

する。）当たり 

7,050 

 ログハウス 

小 

平日の使用 １棟につき１夜当たり 9,400 

 
土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１棟につき１夜当たり 14,000 

 

休憩等（平日の昼間

のみ） 

１棟につき３時間（３ 

時間未満は、３時間と 

する。）当たり 

4,700 

わかす 

ぎの里 

大原オ 

ートキ 

ャンプ 

場 

オートキャ 

ンプサイト 

宿泊使用 １区画につき１夜当た 

り 

6,600 

日帰り使用（施設へ

の入場（入場料））

１人につき 500 

日帰り使用（施設の

使用） 

１区画につき６時間 

（６時間未満は、６時 

間とする。）当たり 

1,100 

シャワールーム １室につき５分当たり 200 

〔備考〕 

１ 休日とは、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）

に規定する休日をいう。 

２ １夜とは、午後２時から翌日の午前１１時までをいう。 

 

 



 

別表第２中 

「 

 

 

                                  を 

 

 

                                 」 

「 

 

                                  

 

 

                                 」 

「      「    

 

              

 」      」 

     附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定

は、同年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の津市わかすぎの里の設置及び管理に関する条例（以下「改正後の

条例」という。）別表第１及び別表第２の規定は、この条例の施行の日（以

下「施行日」という。）以後の使用に係る利用料金について適用し、施行日

前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。 

３ 施行日以後の使用に係る手続については、施行日前においても改正後の条

例の例により行うものとする。 

わ か す ぎ の

里 

貸しテント １張りにつき１夜当たり 1,040 

毛布 １枚につき１夜当たり 310 

なべ １個につき１日当たり 310 

鉄板 １枚につき１日当たり 1,040 

網 １枚につき１日当たり 1,040 

調理用具 １セットにつき１日当たり 520 

 

520 

 

310 

 

を 

わ か す ぎ の

里 

毛布 １枚につき１夜当たり 310 

なべ １個につき１日当たり 310 

鉄板 １枚につき１日当たり 1,040 

網 １枚につき１日当たり 1,040 

調理用具 １セットにつき１日当たり 520 

 

に、 

に改める。 

1,100 

 

310 

 



 

 

 

 

 津市まん中広場の設置及び管理に関する条例を廃止する条例をここに公布す

る。 

  令和７年１２月１９日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

津市条例第４３号 

津市まん中広場の設置及び管理に関する条例を廃止する条例 

 津市まん中広場の設置及び管理に関する条例（平成１８年津市条例第１５２

号）は、廃止する。 

   附 則 

 この条例は、令和９年４月１日から施行する。 



 

 

 

 

 津市レークサイド君ケ野の設置及び管理に関する条例を廃止する条例をここ

に公布する。 

  令和７年１２月１９日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

津市条例第４４号 

   津市レークサイド君ケ野の設置及び管理に関する条例を廃止する条例 

津市レークサイド君ケ野の設置及び管理に関する条例（平成１８年津市条例

第１６７号）は、廃止する。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 



 

 

 

 津市立学校設置条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年１２月１９日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

津市条例第４５号 

   津市立学校設置条例の一部を改正する条例 

 津市立学校設置条例（平成１８年津市条例第２３２号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条第３号の表中 

「 

                                  を 

                                 」 

「 

                                 」 

改める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

    

に 

津市立戸木幼稚園 

津市立栗葉幼稚園 

津市戸木町２３３７番地 

津市森町２８４番地１ 

 

津市立戸木幼稚園 津市戸木町２３３７番地 

 



 

 

 

 
津市火災予防条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年１２月１９日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

津市条例第４６号 

津市火災予防条例の一部を改正する条例 

 津市火災予防条例（平成１８年津市条例第２６０号）の一部を次のように改

正する。 

 目次中「第３章の２ 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等（第２ 

９条の２－第２９条の７）」を 

に関する基準等（第２９条の２－第２９条の７） 

」 

 第２９条中「火災に関する警報」の次に「（法第２２条第３項に規定する火

災に関する警報をいう。）」を加え、同条第７号を削る。 

 第３章の２の次に次の１章を加える。 

   第３章の３ 林野火災の予防 

 （林野火災に関する注意報） 

第２９条の８ 市長は、気象の状況が山林、原野等における火災（以下「林野

火災」という。）の予防上注意を要すると認めるときは、林野火災に関する

注意報を発することができる。 

２ 前項の規定による注意報が発せられたときは、注意報が解除されるまでの

間、本市の区域内に在る者は、第２９条各号に定める火の使用の制限に従う

よう努めなければならない。 

 第４５条第１号中「行為」の次に「（たき火を含む。）」を加える。 

   附 則 

この条例は、令和８年１月１日から施行する。 

「第３章の２ 住宅用防災機器の設置及び維持 

 第３章の３ 林野火災の予防（第２９条の８） 

に改める。 



 

 

 

 

 津市職員の給与に関する条例及び津市一般職の任期付職員の採用等に関する

条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年１２月１９日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

津市条例第４７号 

   津市職員の給与に関する条例及び津市一般職の任期付職員の採用等に関

する条例の一部を改正する条例 

 （津市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 津市職員の給与に関する条例（平成１８年津市条例第４２号）の一部

を次のように改正する。 

  第３０条第１項中「４，４００円」を「４，７００円」に、「６，６００

円」を「７，０５０円」に改める。 

第３２条第２項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に、

「１００分の１０５」を「１００分の１０７．５」に改め、同条第３項中

「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に、「１００分の７０」

を「１００分の７２．５」に、「１００分の１０５」を「１００分の１０７．

５」に、「１００分の６０」を「１００分の６２．５」に改める。 

  第３５条第２項第１号中「１００分の１０５」を「１００分の１０７．５」 

に、「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に改め、同項第２号 

中「１００分の５０」を「１００分の５２．５」に、「１００分の６０」を 

「１００分の６２．５」に改める。 

  別表第１及び別表第２を次のように改める。 
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別表第５中「７，１００」を「７，３００」に、「７，７００」を「７，

９００」に、「９，０００」を「９，４００」に、「１０，０００」を「１ 

０，４００」に、「１２，９００」を「１３，５００」に、「１５，８００」 

を「１６，６００」に、「１８，７００」を「１９，７００」に、「２１，

６００」を「２２，８００」に、「２４，４００」を「２５，９００」に、

「２６，２００」を「２９，１００」に、「２８，０００」を「３２，３０

０」に、「２９，８００」を「３５，５００」に、「３１，６００」を「３

８，７００」に改める。  

第２条 津市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

第３２条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２６．２５」 

に、「１００分の１０７．５」を「１００分の１０６．２５」に改め、同条

第３項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２６．２５」に、「１

００分の７２．５」を「１００分の７１．２５」に、「１００分の１０７．

５」を「１００分の１０６．２５」に、「１００分の６２．５」を「１００

分の６１．２５」に改める。 

  第３５条第２項第１号中「１００分の１０７．５」を「１００分の１０６． 

２５」に、 「１００分の１２７．５」を「１００分の１２６．２５」に改め、 

同項第２号中「１００分の５２．５」を「１００分の５１．２５」に、「１

００分の６２．５」を「１００分の６１．２５」に改める。 

（津市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第３条 津市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２２年津市条例

第３号）の一部を次のように改正する。 

  第８条第２項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に、

「１００分の９５」を「１００分の９７．５」に、「１００分の１０５」を 

「１００分の１０７．５」に、「１００分の８７．５」を「１００分の９０」 

に改める。 

 別表第１中「３９２，０００」を「４０５，０００」に、「４４０，００

０」を「４５５，０００」に、「４９２，０００」を「５０８，０００」に、

「５５５，０００」を「５７４，０００」に、「６３４，０００」を「６５

５，０００」に、「７４０，０００」を「７６５，０００」に、「８６４，

０００」を「８９３，０００」に改める。 

 別表第２中「１９２，０００」を「２００，３００」に、「２１９，５０

０」を「２２７，８００」に、「２６０，０００」を「２６９，５００」に、

- 13 -



「２７９，７００」を「２９０，１００」に、「２９４，９００」を「３０

５，７００」に、「３２０，６００」を「３３１，９００」に、「３６２， 

７００」を「３７４，８００」に、「３９６，２００」を「４０９，２００」 

に改める。 

第４条 津市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改

正する。 

  第８条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２６．２５」

に、「１００分の９７．５」を「１００分の９６．２５」に、「１００分の

１０７．５」を「１００分の１０６．２５」に、「１００分の９０」を「１

００分の８８．７５」に改める。 

附 則 

 （施行期日等） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び第４条の規

定は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の津市職員の給与に関する条例（以下「改正後 

の給与条例」という。）第３０条第１項、別表第１、別表第２及び別表第５ 

の規定並びに第３条の規定による改正後の津市一般職の任期付職員の採用等 

に関する条例（以下「改正後の任期付職員条例」という。）別表第１及び別 

表第２の規定は令和７年４月１日から、改正後の給与条例第３２条第２項及 

び第３項並びに第３５条第２項並びに改正後の任期付職員条例第８条第２項 

の規定は同年１２月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

第２条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合

においては、第１条の規定による改正前の津市職員の給与に関する条例又は

第３条の規定による改正前の津市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後

の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。 

 （規則への委任） 

第３条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。 
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 津市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条

例をここに公布する。 

  令和７年１２月１９日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

津市条例第４８号 

   津市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例 

第１条 津市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（平成１８年

津市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第２項中「１００分の２１０」を「１００分の２１５」に改める。 

第２条 津市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次の

ように改正する。 

  第６条第２項中「１００分の２１５」を「１００分の２１２．５」に改め

る。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８年

４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の津市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に

関する条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、令和７年１２月１

日から適用する。 

 （期末手当の内払） 

３ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正

前の津市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づい

て支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみな

す。 

 



 

 

 

 

 津市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。 

  令和７年１２月１９日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

津市条例第４９号 

   津市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 津市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例（平成１８年津市条

例第２０号）の一部を次のように改正する。 

  第４条中「１００分の２３０」を「１００分の２３５」に改める。 

第２条 津市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例の一部を次のように

改正する。 

  第４条中「１００分の２３５」を「１００分の２３２．５」に改める。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８年

４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の津市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する

条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、令和７年１２月１日から

適用する。 

 （期末手当の内払） 

３ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正

前の津市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給

された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。 

 



 

 

 

 

 津市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。 

  令和７年１２月１９日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

津市条例第５０号 

   津市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 津市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例（平成１８年津市条

例第４０号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第２項中「１００分の２３０」を「１００分の２３５」に改める。 

第２条 津市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の一部を次のように

改正する。 

  第４条第２項中「１００分の２３５」を「１００分の２３２．５」に改め

る。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８年

４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の津市市長及び副市長の給与及び旅費に関する

条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、令和７年１２月１日から

適用する。 

 （期末手当の内払） 

３ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正

前の津市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給

された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。 

 



 

 

 

 

 津市教育委員会教育長等の給与及び旅費等に関する条例の一部を改正する条

例をここに公布する。 

  令和７年１２月１９日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

津市条例第５１号 

   津市教育委員会教育長等の給与及び旅費等に関する条例の一部を改正す

る条例 

第１条 津市教育委員会教育長等の給与及び旅費等に関する条例（平成１８年

津市条例第２２７号）の一部を次のように改正する。 

  第４条中「１００分の２３０」を「１００分の２３５」に改める。 

第２条 津市教育委員会教育長等の給与及び旅費等に関する条例の一部を次の

ように改正する。 

  第４条中「１００分の２３５」を「１００分の２３２．５」に改める。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８年

４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の津市教育委員会教育長等の給与及び旅費等に

関する条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、令和７年１２月１

日から適用する。 

 （期末手当の内払） 

３ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正

前の津市教育委員会教育長等の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づい

て支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみな

す。 



 

 

津市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和７年１２月２４日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

津市規則第４７号 

津市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則 

第１条 津市職員の給与の支給に関する規則（平成１８年津市規則第２６号）

の一部を次のように改正する。 

  第１７条第２項中「４，４００円」を「４，７００円」に、「２，２００

円」を「２，３５０円」に改め、同条第３項中「６，６００円」を「７，０

５０円」に改める。 

  第３５条第１号中「１００分の３１５」を「１００分の３２２．５」に、 

「１００分の３７５」を「１００分の３８２．５」に改め、同条第２号中 

「１００分の１５０」を「１００分の１５７．５」に、「１００分の１８０」 

を「１００分の１８７．５」に改め、同条第３号中「１００分の２６２．５」 

を「１００分の２７０」に改める。 

第２条 津市職員の給与の支給に関する規則の一部を次のように改正する。 

  第３５条第１号中「１００分の３２２．５」を「１００分の３１８．７５」 

に、「１００分の３８２．５」を「１００分の３７８．７５」に改め、同条

第２号中「１００分の１５７．５」を「１００分の１５３．７５」に、「１

００分の１８７．５」を「１００分の１８３．７５」に改め、同条第３号中

「１００分の２７０」を「１００分の２６６．２５」に改める。 

   附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８年

４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の津市職員の給与の支給に関する規則（以下 

「改正後の給与規則」という。）第１７条第２項及び第３項の規定は令和７

年４月１日から、改正後の給与規則第３５条の規定は令和７年１２月１日か

ら適用する。 

 

 



津市消防法等施行取扱規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和７年１２月２４日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

津市規則第４８号 

津市消防法等施行取扱規則の一部を改正する規則 

 津市消防法等施行取扱規則（平成１８年津市規則第２２９号）の一部を次の

ように改正する。 

 第４条中「気象の状況が次の各号のいずれかで」を「本市の区域内に同条第

２項の規定による乾燥及び強風に係る気象状況が通報され」に改め、同条各号

を削る。 

 第９条の２を第９条の３とし、第９条の次に次の１条を加える。 

 （林野火災注意報） 

第９条の２ 条例第２９条の８の林野火災に関する注意報は、林野火災の発生

の危険性が高い１月から５月までを発令期間とし、本市の区域内に法第２２

条第２項の規定による乾燥又は強風に係る気象状況が通報され、火災の予防

上注意を要すると認めるときに、これを発するものとする。 

 第１８条第２項中「設置されていないこと」の次に「又は設置されている場

合においてその主たる機能が喪失していると認められること」を加える。 

 第６号様式の２中「第９条の２」を「第９条の３」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和８年１月１日から施行する。 



） 

 津市延長保育等の実施に関する規則及び津市幼保連携型認定こども園の設置

及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年１２月２４日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

津市規則第４９号 

   津市延長保育等の実施に関する規則及び津市幼保連携型認定こども園の 

設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 （津市延長保育等の実施に関する規則の一部改正） 

第１条 津市延長保育等の実施に関する規則（平成２７年津市規則第２５号）

の一部を次のように改正する。 

  第１２条中「利用料」という。）」の次に「及び一時預かりを利用する児

童（当該一時預かりを利用する日の属する年度の初日の前日における年齢が 

３歳以上の児童に限る。）に係る食事の提供に要した費用（主食費に係る部

分に限る。）」を加える。 

（津市幼保連携型認定こども園の設置及び管理に関する条例施行規則の一部 

改正） 

第２条 津市幼保連携型認定こども園の設置及び管理に関する条例施行規則

（平成３０年津市規則第２８号）の一部を次のように改正する。 

第４４条中「「利用料」という。）」を「児童」に、「「利用料」という。 

及び一時預かりを利用する子ども（当該一時預かりを利用する日の属する年 

度の初日の前日における年齢が３歳以上の子どもに限る。）に係る食事の提 

供に要した費用（主食費に係る部分に限る。）」を「子ども」に改める。 

   附 則 

この規則は、令和８年１月１日から施行する。 



津市訓令第１２号 

 

庁中一般 

出先機関 

津市地価公示台帳閲覧規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 令和７年１２月１８日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

津市地価公示台帳閲覧規程の一部を改正する訓令 

 津市地価公示台帳閲覧規程（平成１８年津市訓令第３３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第３条第１項中「午前８時３０分から午後５時まで」を「午前８時４５分か

ら午後４時まで」に改める。 

   附 則 

 この訓令は、令和８年２月２日から施行する。 



津市告示第２７８号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５８条第１項の規定により、指定

介護予防支援事業者を次のとおり指定したので、同法第１１５条の３０第１号

の規定により告示する。 

令和７年１２月２２日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

１ 事業者の名称 

  社会福祉法人洗心福祉会 

２ 事業所の名称 

  居宅介護支援センター鈴鹿シルバーケア豊壽園 

３ 事業所の所在地 

  鈴鹿市東磯山二丁目５番１号 

４ 指定年月日 

令和８年１月１日 

５ サービスの種類 

介護予防支援 



津市告示第２７９号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定に

基づきふるさと納税寄附金の納付事務の指定納付受託者として、次のとおり指

定したので、同条第２項の規定により告示する。 

  令和７年１２月２４日 

 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

 

１ 指定納付受託者 

  福島県耶麻郡猪苗代町字葉山 7105 番地 

  株式会社 DMC aizu 

２ 指定日 

  令和７年１２月２２日 



津市告示第２８０号 

 地方自治法（昭和２２年４月１７日法律第６７号）第２４３条の２第１項の

規定に基づき指定公金事務取扱者を指定し、使用料の徴収の事務を次のとおり

委託したので、同条第２項の規定により告示する。 

  令和７年１２月２５日 

 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 委託を受けた者の名称、住所又は事務所の所在地 

 ⑴ 名称 

   株式会社ソラスト 医療事業本部 

 ⑵ 住所又は事務所の所在地 

   東京都港区港南２－１５－３ 品川インターシティＣ棟１２Ｆ 

２ 委託した公金事務に係る歳入等 

津市こども応急クリニック・休日デンタルクリニック及び津市応急クリ

ニックの診療費使用料及び手数料 

３ 指定公金事務取扱者に指定した日 

  令和７年１２月２４日 

４ 委託した日 

  令和７年１２月２４日 

５ 委託期間 

  令和７年１２月２４日から令和８年７月３１日まで 



 

 

津市告示第２８１号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように市道路線の区域を変更した。 

 その関係図面は、津市建設部用地・地籍調査推進課において、告示の日から

２週間一般の縦覧に供する。 

  令和７年１２月２６日 

 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

路線名 ２２８０ 寺町・北口線 

道路の区域 

区域 新旧の別 
幅員

（ｍ） 

延長

（ｍ） 

津市久居寺町１２００番１地先から 

津市久居北口町字洗ヶ瀬８９９番３地先

まで 

旧 
7.0～

20.4 
1341.8 

津市久居寺町１２００番１地先から 

津市久居北口町字北口４９８番１６地先

まで 

新 
7.0～

20.4 
632.3 

 

 



参 考

赤・・・三重県管理となる区間

青・・・津市管理となる区間













 

 

津市公告第１７７号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  令和７年１２月２２日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

別紙のとおり 



日間

円　（税抜き）

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

※本市発注業務とは調達契約課又は上下水道管理課発注業務で、担当課執行分を除く。

・津市電子入札実施要綱第７条に基づき、承認を受けた者は、郵便で入札書を提出することができます。

　この場合、別に定める「郵便入札の取り扱いについて（令和７年１０月以降公告分より）」のとおり郵送してください。

前 金 払 有（令和８年４月以降）

部 分 払 無

積 算 内 訳 書 要

その他

最低制限価格 有

入札保証金 免 除

契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

開 札 日 時
及 び 場 所

令和8年1月14日 午前9時00分

津市役所（本庁舎）７階　入札室

予 定 価 格 5,731,000

入札方法等

入 札 方 法 津市電子入札システムによる

入札期間
令和7年12月23日 から 令和8年1月9日 まで

ただし、津市電子入札システムの稼働時間中に限る。

設 計 図 書 等
に 関 す る
質 問

提 出 期 限 令和7年12月25日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日 令和8年1月6日 津市入札情報公開システムにて回答

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）又はＦＡＸ 059－229－3333

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

登録要件
業種 地質調査 部門 地質調査

地質調査業者登録規程（昭和52年建設省告示第718号）第２条第１項の規定による登録を受けていること

所在地要件 市内本店又は市内支店等

当該部門
における
営業収入
金額要件

同種業務
実績要件

技術者要件
主任技術者 同業種の技術者（本市発注業務における専任配置）

その他要件

発 注 業 種 地質調査

業 務 名
令和７年度営教施継第１－１７号
津市立大三小学校改修その他工事に係る地質調査業務委託

業 務 場 所

市内本店 営業収入金額を有すること

市内支店等 営業収入金額が５億円以上であること

　　事後審査型条件付一般競争入札

公 告 日 令和7年12月22日 業 務 担 当 課 営繕課

業 務 概 要

期 間

津市白山町二本木地内

機械ボーリング　１４ｍ

契約締結日から起算して 106



日間

まで

円　（税抜き）

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

※本市発注工事とは調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、担当課執行分を除く。

・津市電子入札実施要綱第７条に基づき、承認を受けた者は、郵便で入札書を提出することができます。

　この場合、別に定める「郵便入札の取り扱いについて（令和７年１０月以降公告分より）」のとおり郵送してください。

前 金 払 有

部 分 払 無

積 算 内 訳 書 要

その他

最低制限価格 無

入札保証金 免 除

契約保証金 免 除

開 札 日 時
及 び 場 所

令和8年1月14日 午前9時10分

津市役所（本庁舎）７階　入札室

予 定 価 格 2,261,000

入札方法等

入 札 方 法 津市電子入札システムによる

入札期間
令和7年12月23日 から 令和8年1月9日

ただし、津市電子入札システムの稼働時間中に限る。

設 計 図 書 等
に 関 す る
質 問

提 出 期 限 令和7年12月25日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日 令和8年1月6日 津市入札情報公開システムにて回答

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）又はＦＡＸ 059－229－3333

その他要件

同 種 工 事
実 績 要 件

技術者要件

主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者と兼務可）

【地区】 白山 【格付】 Ｃ・Ｂ

【ﾌﾞﾛｯｸ】久居 【地区】 久居・一志 【格付】 Ｃ

発 注 業 種 管

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

建設業許可 特定・一般

所在地要件 市内本店

格 付 要 件 あり

地 域 ・
格 付 要 件

【ﾌﾞﾛｯｸ】久居 【地区】 美杉 【格付】 Ｃ・Ｂ・Ａ

【ﾌﾞﾛｯｸ】久居

契約締結日から起算して

工 事 名
令和７年度消総第２－１号
津市白山消防署美杉分署仮眠室空調設備取替修繕

工 事 場 所 津市美杉町奥津地内

工 事 概 要

　　事後審査型条件付一般競争入札

公 告 日 令和7年12月22日 工 事 担 当 課 消防総務課

工 期 60

空調設備取替修繕
　空冷ヒートポンプ式ビル用マルチエアコン（ＥＨＰ）　１組
　室内機　３台
※上記に係る機械設備修繕　一式



日間

まで

円　（税抜き）

契約締結日から起算して

工 事 名
令和７年度健康第２－１号
津市美里保健センター給水配管取替修繕

工 事 場 所 津市美里町三郷地内

工 事 概 要

　　事後審査型条件付一般競争入札

公 告 日 令和7年12月22日 工 事 担 当 課 健康づくり課

給水配管取替修繕
　給水配管　一式
※上記にかかる機械設備修繕　一式

工 期 60

発 注 業 種 管

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

建設業許可 特定・一般

所在地要件 市内本店

格 付 要 件 あり

地 域 ・
格 付 要 件

【ﾌﾞﾛｯｸ】安芸 【地区】 美里・河芸・芸濃・安濃 【格付】 Ｃ・Ｂ・Ａ

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

同 種 工 事
実 績 要 件

技術者要件

主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者と兼務可）

その他要件

入札方法等

入 札 方 法 津市電子入札システムによる

入札期間
令和7年12月23日 から 令和8年1月9日

ただし、津市電子入札システムの稼働時間中に限る。

設 計 図 書 等
に 関 す る
質 問

提 出 期 限 令和7年12月25日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日 令和8年1月6日 津市入札情報公開システムにて回答

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）又はＦＡＸ 059－229－3333

最低制限価格 無

入札保証金 免 除

契約保証金 免 除

開 札 日 時
及 び 場 所

令和8年1月14日 午前9時20分

津市役所（本庁舎）７階　入札室

予 定 価 格 1,172,000

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

※本市発注工事とは調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、担当課執行分を除く。

・津市電子入札実施要綱第７条に基づき、承認を受けた者は、郵便で入札書を提出することができます。

　この場合、別に定める「郵便入札の取り扱いについて（令和７年１０月以降公告分より）」のとおり郵送してください。

前 金 払 無

部 分 払 無

積 算 内 訳 書 要

その他



円　（税抜き）

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

※本市発注業務とは調達契約課又は上下水道管理課発注業務で、担当課執行分を除く。

・津市電子入札実施要綱第７条に基づき、承認を受けた者は、郵便で入札書を提出することができます。

　この場合、別に定める「郵便入札の取り扱いについて（令和７年１０月以降公告分より）」のとおり郵送してください。

・本件は津市公契約条例第６条の２第１項に規定する労働報酬下限額の適用案件です。

前 金 払 有（令和８年４月以降）

部 分 払 無

積 算 内 訳 書 要

　労働環境の確保に係る誓約事項及び令和７年度津市公契約条例労働報酬下限額運用マニュアルを必ず確
認してください。

最低制限価格 有

入札保証金 免 除

契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

開 札 日 時
及 び 場 所

令和8年1月21日 午前9時00分

津市役所（本庁舎）７階　入札室

予 定 価 格 28,720,000

入札方法等

入 札 方 法 津市電子入札システムによる

入札期間
令和7年12月23日 から 令和8年1月16日 まで

ただし、津市電子入札システムの稼働時間中に限る。

設 計 図 書 等
に 関 す る
質 問

提 出 期 限 令和8年1月7日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日 令和8年1月9日 津市入札情報公開システムにて回答

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）又はＦＡＸ 059－229－3333

一級建築士の資格を有する技術者を２人以上有すること

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

登録要件
業種 建築関係コンサルタント 部門 建築一般

建築士法（昭和25年法律第202号）第23条第１項の規定による登録を受けていること

所在地要件 市内本店

当該業種
における
営業収入
金額要件

同種業務
実績要件

技術者要件
主任技術者 一級建築士（本市発注業務における専任配置）

その他要件

発 注 業 種 建築関係コンサルタント

業 務 名
令和７年度営教施継第１－１６号
津市立大三小学校改修その他工事に係る設計業務委託

業 務 場 所

市内本店 営業収入金額を有すること

津市白山町二本木地内

　　事後審査型条件付一般競争入札

公 告 日 令和7年12月22日 業 務 担 当 課 営繕課

業 務 概 要

期 間 契約締結日から起算して 411 日間

増築
　給食棟　鉄筋コンクリート造平家建　延面積２４５ｍ２
改修
　管理教室棟　鉄筋コンクリート造３階建　延面積３，０９８ｍ２
　屋内運動場　鉄筋コンクリート造２階建　延面積９９８ｍ２
　附属棟　鉄骨造平家建　延面積９５ｍ２
※上記に係る設計業務委託　一式



日間

所在地要件 市内本店

格 付 要 件

技術者要件
主任(監理)技術者

同業種の監理技術者（専任配置。ただし監理技術者補佐を専任で配置する
ときはこの限りでない。）

現場代理人

その他要件

Ａ１・Ａ２

地域・ 格付要件 【ﾌﾞﾛｯｸ】

工事成績重視型（津市建設工事総合評価落札方式試行要領第３条第２号）

評価項目、評価の
内容、配点

別紙「総合評価落札方式評価項目一覧」のとおり

総合評価点
の算出

加算方式：
総合評価点＝価格点（８０点満点）＋価格以外の評価点（２０点満点）
価格点の算出方法は以下のとおりとする。

ア．入札価格＞低入札価格調査基準価格の場合
価格点＝８０点×失格基準価格÷｛失格基準価格＋（低入札価格調査基準価格－失格基準価
格）／３＋（入札価格－低入札価格調査基準価格）｝

イ．入札価格≦低入札価格調査基準価格の場合
価格点＝８０点×失格基準価格÷｛失格基準価格＋（入札価格－失格基準価格）／３｝

【地区】 【格付】

総合評価
落札方式
に関する
事　　項

総合評価方式
の類型

評価方法及び
落札者決定方法

入札が無効でない者のうち、入札金額が予定価格の範囲内で失格基準価格以上の者について
総合評価点を算出する。総合評価点が最も高い者を落札候補者とし、総合評価点が最も高い
者が複数ある場合は、電子くじにより決定する。ただし、総合評価点が最も高い者の入札金
額が低入札価格調査基準価格未満であれば、落札候補者の決定を保留し、低入札価格調査を
実施する。

【総合評価落札方式】事後審査型条件付一般競争入札

公 告 日 令和7年12月22日 工 事 担 当 課 建設整備課

工 期

発 注 業 種 土木一式

契約締結日から起算して 243

工 事 名

工 事 場 所 津市美杉町下之川地内

工 事 概 要

掘削工　４，３５０ｍ３
法面吹付工　７５７ｍ２
アンカー工　一式
鉄筋挿入工　１３０ｍ
管渠工　３６ｍ

集水桝・マンホール工　２箇所
排水工　１０２ｍ
落石防護柵工　一式

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

建設業許可 特定

【提出資料】

評価項目
算定資料

・ 【第１号様式】評価項目算定資料届出書

・【第５号様式】施工実績評価資料
・同種・同規模工事の元請実績について確認できる書類（コリンズ登録等の写し）

・社会貢献に関する資料（障がい者雇用状況報告書等の写し及び労働安全衛生マネジメント認証等
の写し）

・【別紙様式】市内本店業者施工率評価資料

・ 【別紙様式】手持ち工事量評価資料
・手持ち工事に係るコリンズ登録の写し及び経営規模等評価結果通知書の写し

・ 【第６号様式】配置予定技術者評価資料
・配置予定技術者に係る同種・同規模工事の実績について確認できる書類（コリンズ登録等の写し）

・配置予定技術者の保有する資格証（監理技術者資格者証）の写し 

・建設系ＣＰＤ協議会加盟団体（建築関係業種については建築ＣＰＤ運営会議の加盟団体を含む）が
発行した学習履歴証明書等の写し

令和７年度建整道新補第５号
脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事（その２）

常駐配置（専任の監理技術者又は監理技術者補佐と兼務可）



持参に限る （提出先）調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）

まで

円　（税抜き）

津市入札情報公開システムにて公表

評価項目
算定資料

の提出方法

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

審査結果照会
令和8年1月22日 までに自らの審査結果について書面により照会することができる。

照会対象項目は、価格点以外の評価項目すべてとする。

令和8年1月20日

入札方法等

提 出 方 法 津市電子入札システムによる

提 出 期 限 令和7年12月23日 から 令和8年1月16日

郵 送 先 ただし、津市電子入札システムの稼働時間中に限る。

設計図書等
に 関 す る
質 問

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

・【別紙様式】建設キャリアアップシステム評価資料
・事業者IDの写し等

提 出 方 法

提 出 期 限 令和8年1月16日 午後５時　 ※期限を過ぎた場合は一切受付けしません。

価格以外の
評価点の公表
（審査結果）

提 出 期 限 令和8年1月7日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日 令和8年1月9日 津市入札情報公開システムにて回答

提 出 先

有

　本件は「津市低入札価格調査試行要領」の対象工事とする。
　低入札価格調査基準価格を下回った入札を行った者が落札候補者となった場合においては、落札候補者
の決定を保留し、「津市低入札価格調査試行要領」に規定する低入札価格調査を実施する。
　低入札価格調査基準価格を下回った入札を行った者に対して本市から資料の提出及び事情聴取の協力の
要請があった場合は、これに協力すること。
　なお、低入札価格調査基準価格を下回って契約する場合、次の事項を適用する。
・監理技術者の資格を有する専任の担当技術者を１名追加して工事現場に配置すること。
・契約保証金を契約金額の１０分の３以上の額とすること。
・前払金を契約金額の１０分の２以内の額とすること。

重点調査
基準価格

有

　低入札価格調査基準価格を下回る入札のうち、重点的に低入札価格調査を実施する場合における基準価
格として、重点調査基準価格を設定する。
　重点調査基準価格は、低入札価格調査基準価格に１００分の９７を乗じて得た額（１万円未満の端数が
あるときは、その端数金額を切り捨てた額）とする。

開 札 日 時
及 び 場 所

令和8年1月23日 午前9時00分

津市役所（本庁舎）７階　入札室

予 定 価 格 111,770,000

　この場合、別に定める「郵便入札の取り扱いについて（令和７年１０月以降公告分より）」のとおり郵送してください。

・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型）試行案件です。

積算内訳書 要

前 金 払 有

部 分 払 無

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項、津市建設工事
　総合評価落札方式試行要領、津市低入札価格調査試行要領のとおりとする。

・低入札価格調査基準価格を下回った入札を行った者は、価格その他の条件が本市にとって最も有利なものを
もって申込みをした者であっても落札者とならない場合があります。

・低入札価格調査を経て契約する場合、津市公契約条例第６条の２第１項に規定する労働報酬下限額の対象案
件となります。労働環境の確保に係る誓約事項及び令和７年度津市公契約条例労働報酬下限額運用マニュアル
を必ず確認してください。

・津市電子入札実施要綱第７条に基づき、承認を受けた者は、郵便で入札書を提出することができます。

失格基準価格 有

　失格基準価格未満の金額の入札は失格とする。
　失格基準価格は、「津市低入札価格調査試行要領」別表第１の算出方法により算出した額（１万円未満
の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）とする。
　ただし、スクラップ評価額が計上されている場合は、「津市低入札価格調査試行要領」別表第１の算出
方法により算出した額から、スクラップ評価額を控除した額（１万円未満の端数があるときは、その端数
金額を切り捨てた額）とする。

入札保証金 免 除

契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

低入札価格
調査基準価格



津市公告第１７８号 

 建設工事等に係る条件付一般競争入札を執行しますので、地方自治法施行令

（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規則（平成１

８年津市規則第４０号）第４条の規定により公告します。 

  令和７年１２月２２日 

 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

 別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 入札に付する事項 

 ⑴ 工事名  令和７年度建整ス振補継第１号 

        海浜公園内陸上競技場改修工事 

 ⑵ 工事場所 津市末広町地内 

 ⑶ 工事概要 土木工事 

 側溝工 １，３９８ｍ 

 管渠工 ８５６ｍ 

 アスファルト舗装工 １１，１６１ｍ２ 

 グラウンド・コート用舗装工 ３０，１６４ｍ２ 

        建築工事 

新築 

 管理棟 鉄筋コンクリート造２階建 延面積４４８ｍ２ 

 サッカーゴール等収納庫 鉄骨造平家建 延面積２３４

ｍ２ 

 陸上器具庫 鉄骨造平家建 延面積３００ｍ２ 

 写真判定棟 鉄骨造２階建 延面積９６ｍ２ 

 屋外トイレ 鉄筋コンクリート造平家建 延面積２６（

１３ｍ２×２箇所)ｍ２ 

 改修 

  スタンド棟 鉄筋コンクリート造２階建 延面積５６８

ｍ２ 

 ⑷ 工期   本契約の締結の日から起算して８３０日間 

 ⑸ 予定価格 ２，１３０，４４１，０００円（税抜き） 

２ 入札参加者に必要な資格 

  本件入札は、異業種特定建設工事共同企業体（以下「乙型共同企業体」と 

いいます。）による入札としますので、本件入札に参加できる者については、 

本件入札に係る公告日から本契約の締結日までの間において、乙型共同企業

体の構成員全員が次に掲げる条件を全て満たし、かつ本件入札の参加資格の

認定を受けた乙型共同企業体とします。 

 ⑴ 乙型共同企業体の構成員共通の資格要件 

  ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定

に該当しない者 

  イ 津市建設工事等条件付一般競争入札実施要領（平成１８年１月１日施



行。以下「要領」といいます。）第４条第１項に掲げる要件を備えてい

る者 

  ウ 要領第４条第２項各号の一に該当しない者 

  エ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申

立て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始

の申立て、破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の

申立て、会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく清算の開始又は会

社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８

７号）第６４条の規定による改正前の商法（明治３２年法律第４８号）

に基づく整理開始の申立て若しくは通告がなされていない者であること。

ただし、民事再生法に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法に基

づく更生手続開始の申立てがなされた者であって、手続開始決定の日を

基準日とする経営事項審査（その日以後迎えた決算日を基準日とする経

営事項審査を受けている場合にあっては、当該経営事項審査）の結果に

基づき、建設工事について入札参加資格を認められ、かつ、再生計画又

は更生計画が認可された者を除きます。 

 ⑵ 乙型共同企業体の構成に関する事項 

   乙型共同企業体の結成に当たっては、次に掲げる要件を全て満たしてい

ること。 

  ア 運営形態は、構成員がそれぞれ土木工事及び建築工事を分担して施工

する分担施工方式であること。 

  イ 構成員の数は土木工事及び建築工事を分担する２者とし、各１者の組

み合わせで自主結成すること。 

  ウ 土木工事の構成員については、代表構成員及び第２構成員で結成する

特定建設工事共同企業体（以下「甲型共同企業体」といいます。）とす

ること。 

  エ 乙型共同企業体の代表者は、土木工事を分担する甲型共同企業体の代

表構成員とすること。 

  オ 構成員は、本工事について他の乙型共同企業体の構成員でないこと。

また、乙型共同企業体において、同一の者が２以上の構成員を兼ねるこ

とはできません。 

  カ 乙型共同企業体の構成員間で、実質的に経営が同一（当該企業の発行

済株式総数の１００分の５０を超える株式を有し又はその出資の総額１



００分の５０を超える出資をしている場合、若しくは当該企業の代表権

を有する役員を兼ねている場合など、入札に参加する他の入札参加者と

の間に資本的又は人的関係がある者）でないこと。 

  キ 構成員の変更は、原則として認めません。ただし、やむを得ない事情

が生じた場合は、津市と協議を行ってください。 

 ⑶ 乙型共同企業体及び甲型共同企業体の存続期間 

   本工事の請負契約の相手方となった乙型共同企業体（構成員としての甲

型共同企業体を含む。）については、成立してから本工事の請負契約の履

行完了後３か月を経過するまで存続すること。また、本工事の相手方とな

らなかった乙型共同企業体（構成員としての甲型共同企業体を含む。）は、

本件入札に係る本契約が締結された日又は締結される見込みがなくなった

日までを存続期間とすること。 

⑷ 土木工事を分担する構成員の資格要件 

 ア 甲型共同企業体の構成に関する事項 

    甲型共同企業体の結成に当たっては、次に掲げる要件を全て満たして

いること。 

   (ア) 構成員の数は２者とし、代表構成員及び第２構成員においては、各

１者の組み合わせで自主結成すること。 

   (イ) 運営形態は、全ての構成員が一体となって工事を施工する共同施工

方式であること。 

   (ウ) 構成員の出資比率の最小限度基準は、３０％以上であること。 

   (エ) 構成員は、本工事について他の甲型共同企業体の構成員でないこと。 

   (オ) 甲型共同企業体の構成員間で、実質的に経営が同一（当該企業の発 

行済株式総数の１００分の５０を超える株式を有し又はその出資の総

額１００分の５０を超える出資をしている場合、若しくは当該企業の

代表権を有する役員を兼ねている場合など、入札に参加する他の入札

参加者との間に資本的又は人的関係がある者）でないこと。 

   (カ) 構成員の変更は、原則として認めません。ただし、やむを得ない事

情が生じた場合は、津市と協議を行ってください。 

  イ 代表構成員の資格要件 

    代表構成員は、次に掲げる要件を全て満たしていること。 

   (ア) 津市競争入札参加資格者名簿において土木一式工事を希望業種とし

て登載されている者 



   (イ) 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条に規定する特定建設

業の許可（土木工事業）を受けている者 

   (ウ) 三重県、愛知県又は岐阜県内に本店又は支店若しくは営業所等（建

設工事の請負契約を締結する権限を有する者が常駐している事務所を

いいます。）を有する者 

   (エ) 審査基準日が令和５年１０月１日から令和６年９月３０日までの経

営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書に記載の土木一式工事の

総合評定値が、１，０００点以上の者 

   (オ) 甲型共同企業体の構成員のうち出資比率が最大の者 

   (カ) 官公庁等で発注され過去１０年間（平成２７年度以降）に施工が完

了した次の工事の元請実績を有する者（共同企業体による工事の場

合は、出資比率が２０％以上とする。） 

第３種以上の公認陸上競技場の新設又は改修工事（６，４７６ｍ２

以上の全天候型舗装工事を含むものであって、かつ当該工事の施工に

より公認陸上競技場の認定を受けたものに限る。） 

       (キ) 本件工事に、土木工事業の監理技術者資格者証及び監理技術者講習

修了証を有する監理技術者を専任で配置できる者。ただし、監理技術

者の職務を補佐する者として建設業法第２６条第３項第２号に規定す

る者を当該施工現場に専任で配置するときは、専任であることを要し

ません。この場合の監理技術者が兼任できる施工現場の数は２としま

す。（専任で配置予定の技術者を施工中の他の工事に配置している場

合は、本契約の締結の日時点で他の工事の完成検査が終了しているこ

ととし、兼任で配置予定の技術者を施工中の他の工事に配置している

場合は、本契約の締結の日時点で完成検査が終了していない施工現場

の数が１以下であること。） 

   (ク) 上記イ (キ)に掲げる者は、代表構成員と直接的かつ恒常的な雇用関係 

にあること。（本件入札に係る入札参加資格審査申請書の提出日にお

いて連続３か月以上直接的な雇用関係にある者に限ります。） 

  ウ 第２構成員の資格要件 

    第２構成員は、次に掲げる要件を全て満たしていること。 

   (ア) 津市競争入札参加資格者名簿において土木一式工事を希望業種とし

て登載されている者 

   (イ) 建設業法第３条に規定する特定建設業の許可（土木工事業）を受け



ている者 

   (ウ) 本市の区域内に本店を有する者 

   (エ) 土木一式工事に係る格付区分がＡ１の者 

   (オ) 本工事の施工現場に、一級土木施工管理技士又はこれと同等以上の

資格を有する者を専任で配置できること。（配置予定の技術者が施工

中の他の工事に従事している場合は、本契約の締結の日時点で他の工

事の完成検査が終了していること。） 

   (カ) 上記ウ(オ)に掲げる者は、第２構成員と直接的かつ恒常的な雇用関係 

にあること。（本件入札に係る入札参加資格審査申請書の提出日にお

いて連続３か月以上直接的な雇用関係にある者に限ります。） 

⑸ 建築工事を分担する構成員の資格要件 

   建築工事を分担する構成員は、次に掲げる要件を全て満たしていること。 

   (ア) 津市競争入札参加資格者名簿において建築一式工事を希望業種とし

て登載されている者 

   (イ) 建設業法第３条に規定する特定建設業の許可（建築工事業）を受け

ている者 

   (ウ) 本市の区域内に本店を有する者 

   (エ) 建築一式工事に係る格付区分がＡの者 

   (オ) 本件工事に、建築工事業の監理技術者資格者証及び監理技術者講習

修了証を有する監理技術者を専任で配置できる者。ただし、監理技術

者の職務を補佐する者として建設業法第２６条第３項第２号に規定す

る者を当該施工現場に専任で配置するときは、専任であることを要し

ません。この場合の監理技術者が兼任できる施工現場の数は２としま

す。（専任で配置予定の技術者を施工中の他の工事に配置している場

合は、本契約の締結の日時点で他の工事の完成検査が終了しているこ

ととし、兼任で配置予定の技術者を施工中の他の工事に配置している

場合は、本契約の締結の日時点で完成検査が終了していない施工現場

の数が１以下であること。） 

   (カ) 上記(オ)に掲げる者は、建築工事を分担する構成員と直接的かつ恒常 

的な雇用関係にあること。（本件入札に係る入札参加資格審査申請書

の提出日において連続３か月以上直接的な雇用関係にある者に限りま

す。） 

３ 入札参加資格審査申請書等の配付 



 ⑴ 配付期間 令和７年１２月２２日（月）から令和８年１月１６日（金）

まで 

⑵ 配付場所 ア 津市入札情報公開システムからダウンロード 

         （津市入札情報公開システムの稼働時間中に限ります。） 

        イ 津市総務部調達契約課工事契約担当 

         （配付期間は、上記⑴の期間（土曜日・日曜日・祝日・令

和７年１２月２９日から令和８年１月２日までを除く。）  

         の午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

４ 入札参加資格審査申請書等の提出等 

 ⑴ 入札参加者は、上記２に定めるところに従い乙型共同企業体を結成した

上、次に掲げるところにより書類等を提出し、本件入札の参加資格の認定

を受けなければなりません。 

   なお、提出期間に当該書類等を提出しない乙型共同企業体又は本件入札

の参加資格が認定されなかった乙型共同企業体は、本件入札に参加するこ 

とはできません。 

ア 提出期間  

令和７年１２月２２日（月）午前８時３０分から令和８年１月１６日

（金）まで 

（電子入札システム稼働時間中に限りますが、提出期間最終日（令

和８年１月１６日）は午後５時１５分までとします。） 

  イ 提出場所  

津市総務部調達契約課工事契約担当 

  ウ 提出方法  

    必ず特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書を電子入札シス

テムで提出してください。 

その他提出書類は上記イの窓口に持参してください。ただし、津市電

子入札実施要綱第７条に基づき、郵便入札の承認を受けた者は、上記ア

の期間に全ての提出書類を持参により提出することができます。 

 ⑵ 提出書類 

  ア 特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書 

  イ 特定建設工事共同企業体（乙型）協定書の写し 

  ウ 特定建設工事共同企業体（甲型）協定書の写し 

  エ 使用印鑑届 



  オ 委任状 

  カ 特定建設工事共同企業体（乙型）構成員の状況調書 

  キ 配置予定技術者等届出書 

  ク 上記２⑷イ (カ)に規定する施工実績を証する書類（施工実績届出書及び

工事内容等が確認できる書類） 

  ケ 各構成員の特定建設業の許可証の写し 

  コ 各構成員の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し（審

査基準日が令和５年１０月１日から令和６年９月３０日までのもの） 

  サ 配置予定技術者の資格証の写し 

  シ 配置予定技術者等との雇用関係が確認できる書類 

  ス 各構成員の営業所専任技術者証明書の写し（建設業許可申請に必要な

営業所の専任技術者調書の写し） 

  セ 施工計画工程表（事前審査用） 

  ソ 宣誓書 

 ⑶ 入札参加資格審査結果の通知 

  ア 入札参加資格の審査結果は、令和８年１月２３日（金）までに乙型共

同企業体の代表者に対し、通知します。 

  イ 入札参加者は、入札参加資格が認定されなかった場合、上記アの通知

を受けとった日の翌日から２日以内に書面により説明を求めることがで

きるものとします。 

５ 設計図書の閲覧等 

⑴ 閲覧期間 令和７年１２月２２日（月）から令和８年２月１６日（月） 

まで 

⑵ 閲覧場所 ア 津市入札情報公開システムからダウンロード 

         （津市入札情報公開システムの稼働時間中に限ります。） 

        イ 津市総務部調達契約課工事契約担当 

         （閲覧期間は、上記⑴の期間（土曜日・日曜日・祝日・令

和７年１２月２９日から令和８年１月２日までを除く。）  

         の午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

６ 工事の質疑等 

 ⑴ 施工計画に関する質疑等 

  ア 質問受付 令和８年１月７日（水）正午までに指定の質問書によりＦ

ＡＸ又は持参にて、津市総務部調達契約課工事契約担当に提



出してください。なお、ＦＡＸの場合は、質問書の提出期限

時刻必着とし、必ず着信の確認を行ってください。 

 イ 回答方法 令和８年１月１３日（火）までに津市入札情報公開システ 

ムに掲載します。また、回答に対する再質問は認めないため、

質問書には質問内容を明確に記載し提出してください。 

 ⑵ 見積に関する質疑等 

  ア 質問受付 令和８年１月２２日（木）正午までに指定の質問書により

ＦＡＸ又は持参にて、津市総務部調達契約課工事契約担当に

提出してください。なお、ＦＡＸの場合は、質問書の提出期

限時刻必着とし、必ず着信の確認を行ってください。 

イ 回答方法 令和８年１月２８日（水）までに津市入札情報公開システ 

ムに掲載します。また、回答に対する再質問は認めないため、

質問書には質問内容を明確に記載し提出してください。 

７ 入札方法 

 ⑴ 入札方法 

入札書は、電子入札システムを利用し、次の入札期間中に入札価格その

他の所定の情報を入力し、積算内訳書（指定様式に限ります。）を電子入

札システムにて提出してください。 

なお、入札に使用するＩＣカードは乙型共同企業体の代表者の名義で取

得し、利用者登録をしたＩＣカードを使用し、電子入札に参加するものと

します。 

   入札期間 令和８年１月２６日（月）から同年２月１２日（木）まで 

       （電子入札システムの稼働時間中に限ります。） 

   ただし、津市電子入札実施要綱第７条に基づき、郵便入札の承認を受け

た者は、別に定める「郵便入札の取り扱いについて（令和７年１０月以降

公告分より）」のとおり、入札書及び積算内訳書を郵送してください。 

 ⑵ 入札書の郵送提出先 

   〒５１４－８７９９ 日本郵便（株）津中央郵便局留 津市役所調達契

約課宛 

８ 開札の日時及び場所 

⑴ 日時 令和８年２月１６日（月）午前９時から 

 ⑵ 場所 津市本庁舎７階入札室 

９ 入札保証金 



  入札保証金は免除します。 

10 契約保証金 

  契約の締結の際に契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付しな

ければなりません。ただし、津市契約規則（平成１８年津市規則第４０号。

以下「規則」といいます。）第２７条第１項に規定する有価証券等又は金融

機関等若しくは保証事業会社との保証委託契約の保証証書を提供することに

より、契約保証金の納付に代えることができます。 

  また、規則第２８条第１項第１号に規定する履行保証保険契約に係る保険

証券又は同項第２号に規定する工事履行保証契約に係る保証証券を提出する

ことにより、契約保証金の納付を免除することができます。 

11 開札の立会い   

入札をした者のうち開札の立会いを希望する者は、当該開札に立ち会うこ 

とができます。 

12 無効の入札 

  次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

  無効の入札は、次の⑴から⑶に掲げるいずれかの事項に該当する場合とし

ます。 

 ⑴ 共通の無効 

ア 競争入札に参加する資格のない者が入札をしたとき。 

イ 申請書類等に虚偽の記載があるとき。 

ウ 申請書類等に不備があるとき。 

エ 適正な代理権限を欠いた者によって手続が行われたとき。  

オ 入札者が同一事項の入札に対し２以上の入札をしたとき。 

カ 入札者又はその代理人が他人の入札の代理をしたとき。 

キ 著しく信義に反する行為をしたとき。 

ク 入札に際して連合等の不正行為があったとき。 

ケ 入札金額を訂正しているとき。 

コ 入札金額と積算内訳書の金額が異なるとき。 

サ 前号までに掲げるもののほか、本市が特に指定した事項に違反したと

き。 

⑵ 電子入札の無効 

ア 入札書に指定された事項が入力されていない入札、不要な項目が入力

されている入札又は入力された内容が不明確な入札  



イ 電子入札システムにより積算内訳書が提出されていない入札  

ウ 記名又は押印に相当する電磁的記録が付されていない入札  

エ 電子証明書の不正な使用があった入札  

⑶ 郵便入札の無効 

ア 郵便入札を承認されていない者が行った郵便入札 

イ 入札書に入札者の記名押印のないとき。 

ウ 積算内訳書に入札者の記名押印のないとき。 

エ 入札書の日付がない又は適格通知書受領の日から開札日までの期間内

の日付となっていないとき。 

オ 入札書の記載事項が確認できないとき。 

カ 入札書に指定された事項が記載されていないとき。 

キ 指定された郵送方法以外の方法で入札書を郵送したとき。 

ク 入札書が提出期限を過ぎて到着したとき。 

ケ 積算内訳書が同封されていないとき。 

コ 封筒等に指定された事項が記載されていないとき。 

サ 封筒等に記載された件名と同封された入札書の件名が異なるとき。 

13 最低制限価格 

  規則第１２条の規定に基づき、最低制限価格を設けます。 

14 公正な入札の確保 

 ⑴ 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和

２２年法律第５４号）等に抵触する行為を行ってはなりません。 

 ⑵ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加

者と入札価格又は入札参加意思についていかなる相談も行わず、独自に入

札価格を決定しなければなりません。 

 ⑶ 入札参加者は、開札の前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的

に開示してはなりません。 

15 契約書作成の要否 

  契約書作成は要とします。また、契約条項については、津市工事請負契約 

 約款によるものとします。 

16 その他の注意事項 

 ⑴ 前金払 有（令和８年４月以降） 

 ⑵ 部分払 有（２回） 

 ⑶ 落札決定に当たっては、入札金額に当該金額の１００分の１０に相当す



る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を電子入札シ

ステムで入札書に入力してください。 

 ⑷ 落札者の決定については、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって入札した者のうち、最低価格で入札した者を落札者とします。 

   なお、落札者となるべき同価格の入札者が２者以上あるときは、電子く

じにより落札者を決定します。 

 ⑸ 本工事に係る請負契約は、津市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例（平成１８年津市条例第５３号）に該当するもの

であり、議会の議決を要するものであるため、落札後速やかに仮契約を締

結し、当該議決を経た後直ちに本契約とします。 

 ⑹ この入札に係る費用は、すべて入札参加者の負担とします。 

 ⑺ 電子入札システムの障害等やむを得ない理由により電子入札を行うこと

ができないと判断したときは、当該入札を延期し、若しくは中止し、又は

郵便入札に変更することがあります。 

 ⑻ 談合情報、天災その他やむを得ない事由により入札を行うことができな

いときは、入札を延期又は中止することがあります。 

⑼ 入札の中止等に至った場合において、見積りに係る費用その他入札に係

る一切の費用は補償しません。 

⑽ この入札に係る談合情報の通報等があったときは、津市入札談合情報処

理要領（平成１８年１月１日施行）に基づき、落札を保留又は取り消す場

合があります。 

 ⑾ 入札をした者は、入札後において、設計図書等（設計図書、図面、仕様

書、関係書類及び現場等）についての不明を理由として異議を申し立てる

ことはできません。 

 ⑿ 本件工事は津市公契約条例（平成２９年津市条例第２２号）第６条の２

第１項に規定する労働報酬下限額の適用案件です。 

   労働環境の確保に係る誓約事項及び令和７年度津市公契約条例労働報酬

下限額運用マニュアルを必ず確認してください。 

 ⒀ 本件は月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型）試行案件です。 

 



担当課（問い合わせ先） 

津市総務部調達契約課工事契約担当 

電話番号 ０５９－２２９－３１２２ 

ＦＡＸ  ０５９－２２９－３３３３ 



津市公告第１７９号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札（以下「事後審査型入札」

といいます。）に関する必要な事項について、地方自治法施行令（昭和２２年

政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規則（平成１８年津市規則

第４０号）第４条の規定により、公告します。 

この公告は事後審査型入札を執行するに当たっての共通事項を示すものであ

り、個々の入札に付する事項及び入札参加資格等については、別に公告します。 

なお、令和７年６月９日津市公告第７９号は廃止します。 

  令和７年１２月２２日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

 別紙のとおり 
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        事後審査型条件付一般競争入札共通事項 

 

１ 入札参加者に必要な資格要件 

津市が執行する建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札（以下

「事後審査型入札」といいます。）に参加できる建設業者等は、次に掲げる

要件を備えている者でなければなりません。 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に

該当しない者 

 ⑵ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の許可（建設コン

サルタント等にあっては、それぞれの業務に関し法令の定めるところによ

る登録）及び同法第２７条の２３第１項に規定する経営事項審査（建設コ

ンサルタント等にあっては、市長が別に定める審査）を受けており、かつ、

その審査の基準日の前日までに営業年数が１年以上ある者 

 ⑶ 津市競争入札参加資格者名簿に登載されている者 

 ⑷ 当該対象工事等の業種に応じた技術者を有している者 

 ⑸ 個別の案件ごとの公告（以下「個別公告」といいます。）から入札時ま

での期間において、本市から指名停止等を受けていない者 

 ⑹ 手形交換所により取引停止処分を受ける等経営状態が著しく不健全でな

い者 

 ⑺ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立

て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申

立て、破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立て、

会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく清算の開始又は会社法の施行

に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号）第６４

条の規定による改正前の商法（明治３２年法律第４８号）に基づく整理開

始の申立て若しくは通告がなされていない者であること。ただし、民事再

生法に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法に基づく更生手続開始

の申立てがなされた者であって、手続開始決定の日を基準日とする経営事

項審査（その日以後迎えた決算日を基準日とする経営事項審査を受けてい

る場合にあっては、当該経営事項審査）の結果に基づき、建設工事につい

て入札参加資格を認められ、かつ、再生計画又は更生計画が認可された者

を除きます。 

 ⑻ 建設業法その他の法令、規則等に違反していない者 



2 

 

 ⑼ 個別公告において示す参加資格要件を満たしている者 

 ⑽ その他市長が事後審査型入札に係る参加業者として不適当であると認め

る者でない者 

２ 入札参加方法等 

⑴ 設計図書等の閲覧 

   建設工事等に係る設計図書等（設計図書、図面、仕様書、関係書類及び

現場等）については、個別公告で示す期間、入札情報公開システム及び総

務部調達契約課において閲覧に供します。 

⑵ 質問及び回答 

   入札参加者は、設計図書等（設計図書、図面、仕様書、関係書類及び現

場等）を熟覧の上、設計図書等に質問がある場合は、個別公告において示

す入札参加資格要件を有する者に限って、期限日までに書面により申し出

ることができます。質問に対する回答は、入札情報公開システムに掲載す

るものとします。 

⑶ 入札参加手続 

事後審査型入札においては、入札参加のために事前に申請手続きを行う

ことを要せず、この共通事項及び個別公告において示す入札参加資格要件

を満たす者は、当該公告において示す入札書提出期間中、電子入札システ

ムを利用して、入札価格その他の所定の情報を入力し、提出することによ

り入札参加できるものとします。ただし、津市電子入札実施要綱第７条第

１項各号のいずれかに該当すると認めるときは、別に定める郵便入札の取

扱いに基づき郵便入札により入札書等を提出することができます。この場

合においては、郵便入札方式参加承認申請書を個別公告において示す入札

書提出期間の最終日の午後５時１５分までに持参又はＦＡＸにて提出し、

承認を受けなければなりません。 

また、ＦＡＸによる提出の場合は、必ず着信の確認を行ってください。 

なお、郵便での入札が承認された場合は、別に定める郵便入札の取扱い

に基づき、入札書を行うものとします。 

   ＦＡＸ番号：０５９－２２９－３３３３ 
⑷ 入札回数 

  入札回数は、１回とします。 

３ 入札書入力事項等 

⑴ 電子入札システムにて入札金額、くじ入力番号その他必要な事項を入力
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すること。ただし、郵便入札を承認された場合において、入札書にくじ入

力番号の記載がない又は記載が不明瞭な場合は、くじ入力番号を０００と

します。 

 ⑵ 落札決定に当たっては、入札金額に当該金額の１００分の１０に相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その

端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は消

費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問

わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入

力すること。 

４ 積算内訳書 

⑴ 入札金額に対応した積算内訳書を必ず提出すること。 

 ⑵ 積算内訳書の合計金額は、必ず入札金額と同額とすること。 

 ⑶ 積算内訳書は、電子入札システムにて、入札金額その他所定の情報の入

力に併せて必ず提出すること。ただし、郵便入札の場合は、入札書と積算

内訳書を必ず同封すること。 

 ⑷ 積算内訳書の審査を行った結果、不明な点があるときは、さらに詳しい

積算明細書等の資料提出及び積算根拠の説明を求めることがあります。 

５ 落札可能件数届出書 

  同一開札日に複数の案件の入札を行った場合で、入札件数と落札可能件数

が異なる場合は必ず落札可能件数届出書を提出すること。 

６ 開札の立会い 

  入札をした者のうち開札の立会いを希望する者は、当該開札に立ち会うこ

とができます。 

７ 開札及び落札候補者の決定 

 ⑴ 開札は、個別公告において示す日時及び場所において行うものとします。 

 ⑵ 開札の結果、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札

した者のうち、最低価格で入札した者を落札候補者とし、当該落札候補者

の入札参加資格の審査のため落札決定を保留し、開札を終了するものとし

ます。 

 ⑶ ⑵の落札候補者となるべき者が複数ある場合は、電子くじにより、当該

複数入札者の落札候補順位を決定します。 

８ 無効の入札 

  無効の入札は、次の⑴から⑶に掲げるいずれかの事項に該当する場合とし
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ます。 

⑴ 共通の無効 

ア 競争入札に参加する資格のない者が入札をしたとき。 

イ 入札者が同一事項の入札に対し２以上の入札をしたとき。 

ウ 入札者又はその代理人が他人の入札の代理をしたとき。 

エ 入札に際して連合等の不正行為があったとき。 

オ 入札金額を訂正しているとき。 

カ 入札保証金の納付がないとき、又は額が不足するとき。 

キ 開札前において入札参加資格要件を満たさないことが明らかな者が入

札をしたとき。 

ク 入札金額と積算内訳書の合計金額が異なるとき。 

ケ 落札候補者となった件数が落札可能件数に達した以後に当該落札候補

者が入札をしたとき。 

コ 開札後に入札参加資格の審査を行った結果、入札参加資格要件を満た

さないことが分かったとき。 

サ その他あらかじめ指示した事項に違反したとき。 

⑵ 電子入札の無効 

ア 入札書に指定された事項が入力されていない入札、不要な項目が入力

されている入札、又は入力された内容が不明確な入札 

イ 電子入札システムにより積算内訳書が提出されていない入札 

ウ 記名又は押印に相当する電磁的記録が付されていない入札 

エ 電子証明書の不正な使用があった入札 

⑶ 郵便入札の無効 

 ア 郵便入札を承認されていない者が行った郵便入札 

イ 入札者の記名押印のないとき。 

ウ 入札書の記載事項が確認できないとき。 

 エ 入札書に指定された事項が記載されていないとき。 

オ 入札書に個別公告の日から開札の日までの日付が記載されていないと

き。 

カ 積算内訳書が同封されていない入札 

キ 指定された郵送方法以外の方法で入札書を郵送したとき。 

ク 入札書が提出期限を過ぎて到着したとき。  

ケ 封筒等に指定された事項が記載されていないとき。  
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コ 封筒等に記載された件名と同封された入札書の件名が異なるとき。  

９ 落札可能件数の変更 

電子入札システムによる入札価格その他の所定の情報を入力後、又は入札

書の投函以降、落札可能件数に変更が生じた場合は、「落札可能件数変更届」

を必ず開札日までにＦＡＸ又は持参により提出するものとします。 

10 入札書の書き換え等の禁止 

  電子入札システム又は、郵便入札により入札書等を提出した以降、入札書

及び積算内訳書を書き換え、引き換え、又は撤回することはできません。 

11 入札参加資格確認資料の提出 

落札候補者となった者は、事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申 

請書（以下「確認申請書」といいます。）及び次に掲げる確認資料を電子入

札システム又は持参により調達契約課へ提出するものとします。 

なお、確認申請書及び確認資料の電子入札システムによる提出については、

ファイル容量超過により提出できない又は個別公告において書面での提出を

指定している等の場合は、確認資料の提出期間内にｅ－ｍａｉｌ又は書面で

提出してください。 

また、書面での提出については、ＦＡＸによる提出も可とします。 

ｅ－ｍａｉｌ：２２９－３１２１＠ｃｉｔｙ．ｔｓｕ．ｌｇ．ｊｐ  

 ⑴ 建設工事の場合 

  ア 建設業許可証明書等の写し（支店等業者にあっては、支店等が対象業

種の建設業許可を有することを証明する書類） 

  イ 配置予定の主任（監理）技術者及び現場代理人等との雇用関係を確認

するための書類 

  ウ 配置予定の主任（監理）技術者の資格者証の写し（実務経験の場合は、

実務経験経歴書） 

  エ 専任技術者証明書の写し（建設業許可申請時に必要な営業所の専任技

術者調書の写し） 

  オ 同種工事の施工実績届出書 

  カ その他入札参加資格を確認するために個別公告で示した資料 

 ⑵ 建設コンサルタント等の場合 

  ア 建設コンサルタント等に係る登録を証明する書類 

  イ 当該業種における直近決算の営業収入金額が確認できる書類 

  ウ 配置予定技術者との雇用関係を確認するための書類 
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  エ 配置予定技術者の資格証の写し等 

  オ 同種業務の履行実績届出書 

  カ その他入札参加資格を確認するために個別公告で示した資料 

 ⑶ 確認申請書、上記⑴オ同種工事の施工実績届出書又は上記⑵オ同種業務

の履行実績届出書を電子入札システムで提出する場合には、押印は不要と

します。 

 ⑷ 落札候補者は、提出を求められた日の翌日から起算して２日以内に確認

申請書及び確認資料を提出しなければなりません。 

 ⑸ 配置予定の技術者は入札参加資格確認資料提出期限日時点で配置可能で

なければなりません。 

 ⑹ 落札候補者が提出期限内に確認申請書及び確認資料を提出しない場合、

当該落札候補者は入札参加資格要件を満たしていないものとみなします。 

12 公正な入札の確保 

 ⑴ 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和

２２年法律第５４号）等に抵触する行為を行ってはなりません。 

 ⑵ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加

者と入札価格又は入札参加意思についていかなる相談も行わず、独自に入

札価格を決定しなければなりません。 

 ⑶ 入札参加者は、開札の前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的

に開示してはなりません。 

13 落札者の決定 

 ⑴ 落札候補者から提出された確認申請書及び確認資料を審査した結果、入

札参加資格要件を満たしていることを確認したときは、当該落札候補者を

落札者と決定します。 

 ⑵ ⑴の審査の結果、落札候補者が入札参加資格要件を満たしていないこと

を確認したときは、当該落札候補者が行った入札を無効とし、次に低い価

格をもって入札した者を新たに落札候補者とし、適格者が現れるまで順次

審査を行うものとし、その過程において、同価格の入札をした者が複数あ

る場合は、電子くじを行い、落札候補者の順位を決定します。 

 ⑶ 入札参加資格要件の審査の結果、落札候補者が入札参加資格要件を満た

していないことを確認したときは、事後審査型条件付一般競争入札参加資

格審査結果通知書により通知するものとします。 

 ⑷ ⑶の通知を受けた者は、通知を受けた日の翌日から起算して２日以内に



7 

 

書面により決定理由について説明を求めることができます。 

 ⑸ ⑷の説明を求められたときは、説明を求められた日の翌日から起算して

４日以内に回答書により回答するものとします。 

14 入札保証金 

  入札の際に入札価格の１００分の５以上の入札保証金を納付しなければな

りません。ただし、津市契約規則（平成１８年津市規則第４０号。以下「規

則」といいます。）第１５条第１項各号のいずれかに該当する場合及び予め

個別公告において入札保証金を不要とした場合は、この限りではありません。 

15 契約保証金 

 ⑴ 契約の締結の際に契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付し

なければなりません。ただし、規則第２７条第１項に規定する有価証券等

又は金融機関等若しくは保証事業会社との保証委託契約の保証証書を提供

することにより、契約保証金の納付に代えることができます。 

 ⑵ 津市建設工事執行規則（平成１８年津市規則第４１号）第１２条の規定

に該当する場合は、契約保証金を免除します。 

16 予定価格 

予定価格は、個別公告において明らかにします。ただし、予定価格の事後

公表試行案件については、落札候補者がない場合を除き、開札後直ちに明ら

かにします。 

17 最低制限価格 

  最低制限価格の設定については、個別公告において明らかにします。 

18 入札の中止等 

⑴ 電子入札システムの障害等やむを得ない理由により電子入札を行うこと

ができないと判断したときは、当該入札を延期し、若しくは中止し、又は

郵便入札に変更することがあります。 

⑵ 事後審査型入札への参加に係る業者等が不正の利益を得るために連合し、

又は不穏な行動をなす等公正な入札の執行を確保することができないと認

めるときは、当該事後審査型入札を延期、中止等の措置をとることがあり

ます。 

⑶ 天災その他やむを得ない事由により入札（開札）を行うことができない

と認めるときは、入札（開札）を中止することがあります。 

⑷ 入札の中止等に至った場合においても、見積りに係る費用、郵送に係る

費用その他入札に係る一切の費用は補償しません。 
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19 異議申立て等 

  入札をした者は、入札後において、設計図書等（設計図書、図面、仕様書、

関係書類及び現場等）についての不明を理由として異議を申し立てることは

できません。 

20 期限の特例 

  この共通事項において示す期限については、津市の休日を定める条例（平

成１８年津市条例第１４号）第３条の規定を準用します。 



津市公告第１８０号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  令和７年１２月２３日 

 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 工事完了年月日 

  令和７年１２月１５日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

 津市住吉町１９８番 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市住吉町１番１０号 

  株式会社津市環境公社 

  代表取締役 原田 浩伸 

 



津市公告第１８１号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  令和７年１２月２３日 

 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 工事完了年月日 

  令和７年１２月１５日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

 津市久居野村町字八丁７７０番ほか６筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  松阪市西町２８３番地１ 

  創和不動産株式会社 

  代表取締役 世古 政弘 

 



津市公告第１８２号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定によ

る道路の位置を指定しましたので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令

第４０号）第１０条第１項の規定により次のとおり公告します。 

  令和７年１２月２４日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 指定に係る道路の種類 

  建築基準法第４２条第１項第５号 

２ 指定の年月日 

令和７年１２月２２日 

３ 指定道路の位置 

  津市久居本町１５８２番５ 

４ 指定道路の延長及び幅員 

⑴ 延長 

 Ａ ３０．７メートル 

⑵ 幅員 

  Ａ ５．０メートル 



津市公告第１８３号 

 津市学校給食会計管理システム構築等業務について、別紙のとおり公募型プ

ロポーザルを実施するので、公告します。 

  令和７年１２月２４日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   



別紙 

 

１ 業務概要 

⑴ 件名 

津市学校給食会計管理システム構築等業務 

⑵ 履行期間 

  ア 津市学校給食会計管理システム構築業務 

     契約締結日から令和８年８月３１日まで 

   イ 津市学校給食会計管理システムの利用 

令和８年９月１日から令和１３年８月３１日まで（長期継続契約） 

⑶ 提案上限額（消費税及び地方消費税を含まない金額） 

 （単位：千円） 
年度  津市学校給 食会計 管

理システム構築業務  
津 市 学 校 給 食 会 計
管 理 シ ス テ ム の 利
用  

年度額計  

令和８年度 １９，３５３ ４，２１８ ２３，５７１ 

令和９年度 ― ７，２３０ ７，２３０ 

令和１０年度 ― ７，２３０ ７，２３０ 

令和１１年度 ― ７，２３０ ７，２３０ 

令和１２年度 ― ７，２３０ ７，２３０ 

令和１３年度 ― ３，０１２ ３，０１２ 

合計 １９，３５３ ３６，１５０ ５５，５０３ 

２ 参加資格 

本事業の企画提案（以下、「本プロポーザル」という。）に参加できる者

は、以下の参加資格要件の全てを満たす事業者であること。 

⑴ 津市契約規則（平成１８年津市規則第４０号）第７条に規定する津市競

争入札参加資格者名簿に登載されていること。登載されていない場合に

あっては、以下の書類を提出し確認を受けていること。 

ア 法人にあっては、履歴事項全部証明書（登記簿謄本） 

イ 商号登記をしている個人にあっては、履歴事項全部証明書（商号登記

簿謄本） 

ウ 商号登記をしていない個人にあっては、身分証明書及び登記されてい



ないことの証明書 

エ 印鑑（登録）証明書 

オ 法人にあっては、本社又は委任先となる営業所等の所在地における市

区町村税について、申請日において未納の徴収金がないことを証明する

書類（本社で参加する場合は本社所在地の証明書を、委任先となる営業

所等で参加する場合は、当該営業所等所在地の証明書及び本社所在地の

証明書を提出するものとする。） 

カ 個人にあっては、事業所等の所在地における市区町村税について、申

請日において未納の徴収金がないことを証明する書類 

キ 法人にあっては、法人税並びに消費税及び地方消費税の記載がある未

納税額のない証明書 

ク 個人にあっては、所得税並びに消費税及び地方消費税の記載がある未

納税額のない証明書 

⑵ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定す

る一般競争入札の参加者の資格を有していること。 

⑶ 津市建設工事等指名停止基準（平成２１年４月８日施行）による指名停

止を受けている者でないこと。 

⑷ 自己又は自社の役員等が次の各号のいずれにも該当する者でないこと、

及び次の各号に掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。 

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

イ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同

じ。） 

ウ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害

を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するな

ど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与して

いる者 

カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

⑸ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立

て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申



立て、破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立て、

会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく清算の開始又は会社法の施行

に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号）第６４

条の規定による改正前の商法（明治３２年法律第４８号）に基づく整理開

始の申立て若しくは通告がなされていない者であること。 

   ただし、民事再生法に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法に基

づく更生手続開始の申立てがなされた者であって、再生計画又は更生計画

が認可された者を除く。 

⑹ 手形交換所から取引停止処分を受けている者でないこと。 

３ 本プロポーザルの日程 

本プロポーザルは、以下の日程で行う。   

公告 令和７年１２月２４日（水）から 
実施要領等の配布 令和７年１２月２４日（水）から 

令和８年１月１６日（金）午後３時まで 
参加表明書提出期限 令和８年１月１６日（金）午後３時まで 
質問書の受付 令和７年１２月２４日（水）から 

令和８年１月１６日（金）午後３時まで 
質問書の回答期限 令和８年１月２０日（火）午後５時１５分まで 
企画提案書提出期限 令和８年１月２３日（金）午後５時１５分まで 
審査（企画提案書に基づくプレ
ゼンテーション及び質疑応答） 

令和８年２月６日（金） 
午後３時から午後５時まで 

審査結果通知 令和８年２月９日（月）以降速やかに 
４ 実施要領等の配布 

  実施要領等は、津市ホームページ内の本プロポーザル記事内からダウン

ロードすること。 

５  契約の相手方の最優先候補者の選定について 

  津市学校給食会計管理システム構築等業務プロポーザル方式審査委員会に

おいて、提案書に基づく提案説明を受け、提案内容等を公正かつ客観的に評

価し、最も優れた企画提案を行った者を契約の相手方となる最優先候補者

（以下「最優先候補者」という。）として選考する。 

６ 契約の締結について 

  審査の結果、最優先候補者と選定された提案者と、提案された内容を踏ま



えた上で契約に関する協議を行い、協議後の仕様内容に基づいた見積を徴取

し、契約の締結を行う。 

なお、最優先候補者と協議が整わない場合、最優先候補者に次いで高い評

価点を得た提案者と契約に向けての協議を行うこととする。 

７ その他 

  本プロポーザルに関する詳細は、「津市学校給食会計管理システム構築等

業務プロポーザル実施要領」による。 

 

【問合せ先】 

津市教育委員会事務局 

教育総務部教育総務課給食担当 

電話  ０５９－２２９－３２４６ 

ＦＡＸ ０５９－２２９－３３３２ 

 

 



津市公告第１８４号 
 津市農業振興地域整備計画を変更するので、農業振興地域の整備に関する法

律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項において準用する同法第１１条

第１項の規定に基づき公告し、当該農業振興地域整備計画の変更案及び変更し

ようとする理由を記載した書面を次のとおり縦覧に供します。 
 なお、本市に住所を有する者は、農業振興地域の整備に関する法律第１３条

第４項において準用する同法第１１条第２項の規定に基づき、当該農業振興地

域整備計画の変更案に対し、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することが

できます。 
 また、当該農業振興地域整備計画の変更案のうち農用地利用計画に係る農用

地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者は、農業振

興地域の整備に関する法律第１３条第４項において準用する同法第１１条第３

項の規定に基づき、当該農用地利用計画の変更案に対し、縦覧期間満了の日の

翌日から起算して１５日以内に異議を申し出ることができます。 
  令和７年１２月２４日   
 

津市長 前 葉 泰 幸   
 
１ 農業振興地域整備計画の変更案の縦覧期間及び時間 
  期間 令和７年１２月２４日から令和８年１月２２日まで（土曜日、日曜

日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定

する休日を除きます。） 
  時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 
２ 農業振興地域整備計画の変更案の縦覧場所、意見書の提出先及び異議の申

出先 
  津市農林水産部農林水産政策課（津市本庁舎６階） 
  〒５１４－８６１１ 
  津市西丸之内２３番１号 
  ＦＡＸ番号 ０５９－２２９－３１６８ 
  Ｅ－ｍａｉｌ 229-3171@city.tsu.lg.jp 
３ 意見書の提出方法及び提出に当たっての留意事項 
  意見は、書面によるものとし、直接持参又は郵送するか、ファクシミリ又

は電子メールにより送付してください。 

mailto:229-3171@city.tsu.lg.jp


  津市の定める様式に住所、氏名及び電話番号（法人にあっては、その名称、 
代表者氏名、主たる事務所の所在地及び電話番号）を記載してください。 

４ 異議の申出方法及び申出に当たっての留意事項 
  申出は、書面（任意様式）によるものとし、直接持参又は郵送してくださ

い。 



津市公告第１８５号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  令和７年１２月２５日 

 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 工事完了年月日 

  令和７年１２月８日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

 津市大里窪田町字下沢２８６１番１、２８６２番１ 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市桜橋三丁目１７６番地 

  川本 英嗣 

 



津市公告第１８６号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  令和７年１２月２５日 

 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 工事完了年月日 

  令和７年１２月８日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

 津市大里窪田町字下沢２８６１番６、２８６２番２ 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市芸濃町椋本９０６番地６ 

  株式会社メディカルウイングス 

  代表取締役 水谷 岳史 

 



津市消防本部公告第３号 

消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１２条の３第１項の規定により命令

を行いましたので、同条第２項において準用する同法第１１条の５第４項の規

定により次のとおり公告します。 

令和７年１２月１８日 

 

                      津市消防長 中川 達也 

 

１ 命令を受けた防火対象物の所在地及び名称 

 ⑴ 所在地 

   三重県津市殿村字鍜治屋垣内１５３５番地、１５３６番地 

 ⑵ 名称 

   株式会社伊藤佑セルフステーション津殿村 

２ 命令を受けた者の氏名 

  株式会社伊藤佑 代表取締役 伊藤 侑祐 

３ 命令事項 

  令和７年１２月５日に発生した火災の原因が解明され再発防止策を講じる

までの間、上記対象物での荷下ろし業務を停止すること。 

４ 命令者 

  津市長 前葉 泰幸 


